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─────────────────────────────────────────── 

平成29年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第２日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                    平成29年３月８日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第４号 
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少について 
質疑なし、委員会付託省略 

・討論・採決 

日程第２ 議案第５号 
長崎県市町村行政不服審査会を共同設置す

る地方公共団体の数の減少について 

質疑なし、委員会付託省略 

・討論・採決 

日程第３ 議案第６号 
壱岐市附属機関設置条例の一部改正につい

て 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第４ 議案第７号 

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第５ 議案第８号 
壱岐市個人情報保護条例の一部改正につい

て 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第６ 議案第９号 
壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に

関する条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第７ 議案第10号 
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第８ 議案第11号 壱岐市介護保険条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第９ 議案第12号 
壱岐市指定地域密着型サービスに関する基

準等を定める条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第10 議案第13号 
壱岐市中小企業・小規模企業振興基本条例

の制定について 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第11 議案第14号 

壱岐市簡易水道事業を壱岐市水道事業へ統

合することに伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第12 議案第15号 
壱岐市子どものいじめ防止に関する条例の

制定について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第13 議案第16号 壱岐市体育施設条例の一部改正について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第14 議案第17号 壱岐市本庁舎建設基金条例の制定について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第15 議案第18号 
壱岐市学校施設整備基金条例の制定につい

て 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第16 議案第19号 財産の無償譲渡について 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第17 議案第20号 
平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号） 
質疑なし、 

予算特別委員会付託 

日程第18 議案第21号 
平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 
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日程第19 議案第22号 
平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第20 議案第23号 
平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第４号） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第21 議案第24号 
平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第22 議案第25号 
平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第４号） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第23 議案第26号 
平成２８年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号） 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第24 議案第27号 
平成２８年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号） 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第25 議案第28号 平成２９年度壱岐市一般会計予算 
質疑なし、 

予算特別委員会付託 

日程第26 議案第29号 
平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計予算 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第27 議案第30号 
平成２９年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計予算 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第28 議案第31号 
平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第29 議案第32号 
平成２９年度壱岐市下水道事業特別会計予

算 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第30 議案第33号 
平成２９年度壱岐市三島航路事業特別会計

予算 
質疑なし、 

総務文教厚生常任委員会付託 

日程第31 議案第34号 
平成２９年度壱岐市農業機械銀行特別会計

予算 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第32 議案第35号 平成２９年度壱岐市水道事業会計予算 
質疑なし、 

産業建設常任委員会付託 

日程第33 議案第36号 
平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） 
保健環境部長説明 質疑なし 

• 総務文教厚生常任委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第２号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 赤木 貴尚君       ２番 土谷 勇二君 

３番 呼子  好君       ４番 音嶋 正吾君 

５番 小金丸益明君       ６番 町田 正一君 

８番 市山 和幸君       ９番 田原 輝男君 

10番 豊坂 敏文君       11番 中田 恭一君 
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12番 久間  進君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 今西 菊乃君 

16番 鵜瀬 和博君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    土谷  勝君   事務局次長 吉井 弘二君 

事務局係長   若宮 廣祐君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 中原 康壽君 

副市長 ………………… 笹原 直記君  教育長 ………………… 久保田良和君 

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君  企画振興部長 ………… 左野 健治君 

市民部長 ……………… 堀江 敬治君  保健環境部長 ………… 髙下 正和君 

建設部長 ……………… 原田憲一郎君  農林水産部長 ………… 井戸川由明君 

教育次長 ……………… 山口 信幸君  消防本部消防長 ……… 安永 雅博君 

総務課長 ……………… 久間 博喜君  財政課長 ……………… 中上 良二君 

会計管理者 …………… 平田恵利子君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（鵜瀬 和博君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新聞社から、報道取材のため撮影機材等

の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承を願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日までに白川市長より追加議案１件を受理しております。ここで、白川博一市長から発言の

申し出があっておりますので、これを許します。白川博一市長。 

○市長（白川 博一君）  おはようございます。 

 昨日及び本日、報道がなされております壱岐市政治倫理審査会委員の選任において、委員の不
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在期間がございました。このことについて、市民の皆様及び議員の皆様におわびを申し上げます。 

 このことに気づきましたのは、３月６日に市民の方から壱岐市政治倫理審査会についてお尋ね

があり、確認をしたところ、委員の任期が満了となっていることが判明いたしました。政治倫理

審査会委員の任期は４年でございまして、平成２６年１月３１日で６名全委員の任期が満了とな

っており、その後の選任ができておりませんでした。 

 現在、委員の選任につきまして手続きを進めており、早急に選任を完了させます。今後、この

ような不手際を起こさぬよう、万全の注意を払ってまいります。まことに申しわけございません

でした。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第４号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１、議案第４号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少についてを議題とし、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第４号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、議案第４号については、委員会付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、議案第４号長崎県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の減少については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第５号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第２、議案第５号長崎県市町村行政不服審査会を共同設置する地方

公共団体の数の減少についてを議題とし、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第５号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。よって、議案第５号については、委員会付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  起立多数です。よって、議案第５号長崎県市町村行政不服審査会を共同

設置する地方公共団体の数の減少については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６号～日程第１６．議案第１９号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第３、議案第６号壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてから、

日程第１６、議案第１９号財産の無償譲渡についてまで１４件を議題とし、これから各議案に対

し質疑を行います。 

 初めに、議案第６号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第７号壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第８号壱岐市個人情報保護条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第９号壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正について質
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疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第９号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１０号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１０号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１１号壱岐市介護保険条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１１号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１２号壱岐市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１２号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１３号壱岐市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号壱岐市簡易水道事業を壱岐市水道事業へ統合することに伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１５号壱岐市子どものいじめ防止に関する条例の制定について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１６号壱岐市体育施設条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１７号壱岐市本庁舎建設基金条例の制定について質疑を行います。質疑ありませ
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んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１８号壱岐市学校施設整備基金条例の制定について質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１９号財産の無償譲渡について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第１９号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２０号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１７、議案第２０号平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号）を議題とします。 

 本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し審査を行うようにして

おりますので、質疑については委員会でお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２１号～日程第２４．議案第２７号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第１８、議案第２１号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）から、日程第２４、議案第２７号平成２８年度壱岐市水道事業会計補正予

算（第１号）までの７件を議題とし、これから質疑を行います。 

 初めに、議案第２１号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２１号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２２号平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２２号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２３号平成２８年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について質

疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２４号平成２８年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について質

疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２５号平成２８年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号）について質疑

を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、議案第２５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２６号平成２８年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）について質

疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２７号平成２８年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２７号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第２８号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第２５、議案第２８号平成２９年度壱岐市一般会計予算を議題とし

ます。 

 本件につきましては、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し審査を行うようにして

おりますので、質疑については委員会でお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第２９号～日程第３２．議案第３５号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第２６、議案第２９号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計予算から、日程第３２、議案第３５号平成２９年度壱岐市水道事業会計予算までの７件を議題

とし、これから質疑を行います。 

 初めに、議案第２９号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第２９号の質疑を終わります。 
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 次に、議案第３０号平成２９年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３０号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３１号平成２９年度壱岐市介護保険事業特別会計予算について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３１号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３２号平成２９年度壱岐市下水道事業特別会計予算について質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３２号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３３号平成２９年度壱岐市三島航路事業特別会計予算について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３４号平成２９年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３５号平成２９年度壱岐市水道事業会計予算について質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、これで議案第３５号の質疑を終わります。 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

 これより委員会付託を行います。 

 議案第６号壱岐市付属機関設置条例の一部改正についてから議案第１９号財産の無償譲渡につ

いてまで、及び議案第２１号平成２８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

から議案第２７号平成２８年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）まで、並びに議案第

２９号平成２９年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算から議案第３５号平成２９年度壱岐市

水道事業会計予算まで、２８件をお手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託します。 
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 お諮りします。議案第２０号平成２８年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）及び議案第

２８号平成２９年度壱岐市一般会計予算については、議長を除く１４人で構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２０号及び議案第２８号につ

いては、議長を除く１４人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１４名を指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  異議なしと認めます。したがって、議長を除く１４名を予算特別委員会

に選任することに決定いたしました。 

 それでは、しばらく休憩します。 

午前10時17分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時18分再開 

○議長（鵜瀬 和博君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 予算特別委員会の正副委員長が決定しましたので、御報告いたします。 

 予算特別委員会委員長に、６番、町田正一議員、副委員長に、１番、赤木貴尚議員に決定いた

しましたので、御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第３６号 

○議長（鵜瀬 和博君）  日程第３３、議案第３６号平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。白川博一市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本議案につきましては、保健環境部長に説明させますので、よろしくお

願いします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  髙下保健環境部長。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 登壇〕 
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○保健環境部長（髙下 正和君）  議案第３６号平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

 平成２８年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７００万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,２５７万６,０００円とします。 

 第２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出補正予算額については、記載のとおりでございます。 

 ５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細を記載をいたしております。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、１款１項１目後期高齢者医療保険料につきまして、特別徴収及び普通徴

収の保険料、計７００万円を増額をいたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。 

 歳出でございますが、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金について、保険料増額分の

納付金として７００万円を増額をいたしております。 

 以上で、議案第３６号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔保健環境部長（髙下 正和君） 降壇〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鵜瀬 和博君）  質疑がありませんので、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３６号平成２８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）については、総務文教厚生常任委員会へ付託します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（鵜瀬 和博君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、あす３月９日木曜日午前１０時から開きます。 

 なお、あすは一般質問となっており、４名の議員が登壇予定となっております。 

 壱岐ビジョン、壱岐エフエムにて生中継をいたします。市民の皆様におかれましては、御視聴

いただきますよう、よろしくお願いします。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時22分散会 

────────────────────────────── 


